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【Point】・ハラスメントなど従業員の職場環境を侵害する事案が発生した場合、事実関係を調

査し、事案に誠実かつ適正に対処し、適切な時期に申告者に報告する義務がある。 

・調査の結論が出てから申告者への報告まで 8か月余りを要したのは、上記義務違反

に該当するとされ、慰謝料 5万円の賠償請求が認められた。 

 

【事案の概要】 

原告（大学教授）が、パワハラ等を受けた

として、被告（大学教授）のハラスメント防

止・対策専門部会（「本件部会」）に相談し

たにもかかわらず、被告がこれを長期間放置

した後に、審議不能として何ら改善策を講じ

なかったことが、安全配慮義務違反等に当た

るとして、原告が被告に慰謝料等 220 万円の

支払いを求めた事案です。 

 

【判断の概要】 

裁判所は、「労働契約における使用者は、

労働者に対し、労務の提供に関して良好な環

境の維持確保に配慮すべき義務を負い、ハラ

スメントなど従業員の職場環境を侵害する事

案が発生した場合、事実関係を調査し、事案

に誠実かつ適正に対処し、適切な時期に申告

者に報告する義務を負っているというべきで

ある」としました。 

そして、本件部会が審議不能との結論を出

してから、原告所属組合にその旨を回答する

まで 8 か月余りが経過していることについ

て、被告は、労働契約上の安全配慮義務及び

信義則上、原告の申告に対し本件部会が出し

た結論の内容如何を問わず、これを遅滞なく

原告に告知する義務を負うものというべきで

あって、上記のような合理的理由のない回答

遅延は債務不履行を構成すると判断し、当該

債務不履行による原告の精神的苦痛に対する

慰謝料 5万円の賠償請求を認めました。 

 

【検討・コメント】 

パワハラ、セクハラ及びマタハラについて

は、法令上、事業主に対し、当該労働者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備や、職場におけるハラスメントへ

の事後の迅速かつ適切な対応その他の雇用管

理上必要な措置を講じることが義務付けられ

ています（男女雇用機会均等法等）。 

本判決は、①安全配慮義務及び②信義則を

根拠に、使用者は、労働者個人との関係にお

いても、ハラスメントへの事後の迅速かつ適

切な対応、調査結果の報告を行う義務を負う

ことを認めたものです。 

調査結果が出た後は、ハラスメントが認め

られた場合はもちろん、認められなかった場

合も、相談者へのフィードバックを忘れずに

実施しましょう。その際、可能な限り速やか

に行うことが重要です。案件が複雑な場合、

関係者多数の場合等、調査に長期間要する場

合には、相談者の不安を軽減するために、数

か月ごと、半年ごとなどに、途中経過を相談

者に説明している会社もあります。 

また、相談者本人だけでなく、社内全体に

フィードバックすることにもメリットがあり

ます。名前、所属など個人情報が特定できる

情報を削除の上、通報内容の概要、会社がど

のように対応を行ったかを、社内へ周知する

ことにより（一斉メール等での情報発信や、

社内の主要な会議での情報共有などが考えら

れます。）、通報窓口への従業員からの信頼

が高まり、同種事例の再発を防止できます。 

その他、関連する裁判例もご紹介します。 

●京都地判令和 3年 5月 27日（京丹後市事件

労経速 2462 号 15 頁）（パワハラ調査過程で

申告者から提出された日記の取扱い） 

パワハラの調査に使用する目的で被害者か

ら提出された日記については、調査のために

必要かつ相当な範囲で利用できるとし、使用

者が、加害者とされる者に当該日記をそのま

ま見せた行為は、プライバシー侵害で国賠法

上違法とされ、慰謝料 30万円が認められた事

例です。 

ハラスメント調査時に入手した資料につい

ては、調査のために必要かつ相当な範囲での

みでしか利用ができませんので、留意しまし

ょう。 

以上 

【裁判例紹介】 

ハラスメント等の調査結果の申告者への回答遅延が、安全配

慮義務及び信義則に違反し債務不履行に当たるとされた例 
‐学校法人茶屋四郎次郎記念学園事件‐ 

（東京地判令和 4年 4月 7日、労働判例経済速報 2491号 3頁） 
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【Point】・持病のある子と高齢の母の介護を理由として転勤を拒否した従業員に対し懲戒解雇

を行ったところ、懲戒解雇の有効性が認められた事例 

・病気を持つ家族や介護を要する家族と同居する労働者に対しては、その詳細を確認

して転勤命令の必要性・相当性を慎重に判断すべきであるが、その過程で従業員が

自ら説明の機会を放棄したといえる場合には、得られた限りの情報に基づいて転勤

の当否を判断することも認められ得る 

 

【事案の概要】 

Y（被告会社）は、事業場の閉鎖に伴い、

従業員である X（原告）に対して、閉鎖予定

の関西・西日本オフィス（大阪市）から玉川

事業場（神奈川県川崎市）への転勤を命じた

（「本件配転命令」）ところ、X がこれを拒

否したため、懲戒解雇処分を行いました。こ

れに対し、X は、転勤に応じなかったのは長

男（当時小学生）の持病（自家中毒）と高齢

の母の介護が理由であって、本件配転命令及

び懲戒解雇は無効であると主張し、労働契約

上の地位確認等を求めて提訴しました。 

本件では、特に、本件配転命令の有効性が

争点となりました。 

 

【判断の概要】 

本判決は、配転命令の有効性に関する判断

枠組みとして、東亜ペイント事件（最二小判

昭和 61年 7月 14日労判 477号 6頁）を参照

し、「配転命令につき業務上の必要性が存し

ない場合又は業務上の必要性が存する場合で

あっても、当該配転命令がほかの不当な動

機・目的をもってなされたものであるとき若

しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著

しく超える不利益を負わせるものであるとき

等、特段の事情の存する場合でない限りは、

当該配転命令は権利の濫用になるものではな

い」と述べた上で、本件配転命令の業務上の

必要性、不当な動機・目的の有無、通常甘受

すべき程度を著しく超える不利益の有無を検

討しています。 

本件配転命令の業務上の必要性について、

裁判所は、Y の置かれた厳しい経営環境にも

言及した上で、拠点の集約に際し、「閉鎖す

る事業場である関西・西日本オフィスに勤務

していた従業員を、玉川事業場に配転すると

いうことは、業務の効率化や、閉鎖される事

業場に勤務していた従業員の雇用の維持とい

う観点からみても、合理的な方策である」な

どと述べ、「本件配転命令について、業務上

の必要性があった」と判示しています。 

また、不当な動機・目的の有無について

は、本件配転命令が X を退職に追い込むこと

を意図して行われたという事実は認められ

ず、上記のとおり、本件配転命令には業務上

の必要性が認められることも併せ考慮すれ

ば、「本件配転命令が、不当な動機・目的に

よってなされたものと認めることはできな

い」と判断されています。 

そして、本判決で注目すべきは、「通常甘

受すべき程度を著しく超える不利益」の有無

に関する判断です。本件では、X が本件配転

命令に先立って求められた面談に応じなくな

ったため、Y は、X が転勤できないとする具

体的な事情を聴取できませんでした。他方

で、X は、本件訴訟になって長男及び母に関

する医師の意見書・診断書等を証拠として提

出しています。このような経緯を前提に、裁

判所は、Y が「本件配転命令以前に、X が本

件訴訟において提出しているような医師の意

見書や診断書等の内容を認識していないの

は」、Y が X に対し「玉川事業場への配転に

応じることができない理由を聴取する機会を

設けようとしたにもかかわらず」、X が「自

ら説明の機会を放棄したことによるもの」で

あるから、Y が「本件配転命令を発出した時

点において認識していた事情を基に、本件配

転命令の有効性を判断することが相当」であ

ると判示しました。その上で、本判決では、

①母は高齢ではあるものの、X の主張を前提

としても、介護認定を受けて介護を要するよ

うな状態にあるものではないし、持病等につ

【裁判例紹介】 

持病のある子と高齢の母の介護を理由として転勤を

拒否した従業員に対する懲戒解雇の有効性が認めら

れた例 

 
‐NECソリューションイノベータ事件 

（大阪地判令和 3年 11月 29日、労働判例 1277号 55頁） 
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いても、加齢による一般的なものを超えるも

のではなく、また、②長男の持病（自家中

毒）についても、現住所地から通院できる医

療機関においてのみ受けることのできる特別

な治療を受けなければ長男の生命等に重大な

結果が生じかねないような特段の事情はない

ことから、「本件配転命令につき、通常甘受

すべき程度を著しく超える不利益があるとい

うことはできない」と判断されています。な

お、裁判所は、X が本件訴訟において提出し

た各資料を踏まえても、通常甘受すべき程度

を著しく超える不利益があるとはいえず、

「本件配転命令が権利の濫用となることを基

礎づける特段の事情があるとはいえない」と

も付言しています。 

 

【検討・コメント】 

病気を持つ家族や介護を要する家族と同居

する労働者に転勤を命じてよいかが問題とな

る事案では、本件と同様、「労働者に対し通

常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負

わせるもの」か否かが主たる検討事項となり

ます。この点、これまでの裁判例において

も、病気を持つ家族や介護を要する家族と同

居しているとの一事をもって直ちに、転勤に

より「通常甘受すべき程度を著しく超える不

利益」があるとは判断されておらず、本判決

もそのような裁判例の方向性に一例を加える

ものと位置づけられます。ただし、近年で

は、育児介護休業法 26条が転勤について「子

の養育又は家族の介護の状況に配慮しなけれ

ばならない」と規定する趣旨に言及し、転勤

を拒む従業員に対しても真摯な対応が求めら

れるとした上で、病気の子の育児への不利益

を通常甘受すべき程度を著しく超える不利益

であると認定する裁判例（東京地決平成 14年

12月 27日労判 861号 69頁・明治図書出版事

件）や、労働者が転勤により受ける介護への

不利益を通常甘受すべき程度を著しく超える

不利益であると認定する裁判例（大阪高判平

成 18 年 4 月 14 日労判 915 頁 60 号・ネスレ

日本事件）も散見されるところです。これら

に照らせば、労働者に転勤を命じようとした

ところ、同居家族の病気や介護のため難しい

などと訴えがあった場合には、面談の場を設

けるなど、本人の意向と家族の状況を丁寧に

確認する手続を経て、転勤命令の当否を慎重

に検討することが実務的に重要であると考え

られます。また、そうした検討を踏まえ、転

勤命令がなお妥当であると判断する場合であ

っても、丁寧に説明・説得を行うことを基本

とすべきと考えます。 

本判決では、使用者が労働者に対し、転勤

に応じることができない理由を聴取する機会

を設けようとしたにもかかわらず、労働者が

自ら説明の機会を放棄したと評価される場合

には、「労働者に対し通常甘受すべき程度を

著しく超える不利益を負わせるもの」か否か

は、使用者が配転命令を発出した時点で認識

していた事情を基に判断すべきと判示されて

いる点が特徴的です。転勤の検討に当たって

は、上記のとおり、生活上の不利益の訴えに

耳を傾けて具体的に検討・配慮する手続が重

要であるところ、本件は、Y が X に対して複

数回の面談の申出やメールでのやりとりを通

して粘り強く対話を試みたにもかかわらず、

X 側が「暴言ないし社会人としての礼節を欠

いた不適切な表現を用い」るなどして対話を

拒絶していたのであり、言わば使用者側が転

勤に先立って「やるべき手続」を尽くした事

案であったといえます。裁判所としても、手

続を尽くした以上、使用者としてはその中で

得られた限りの情報に基づいて転勤の当否を

判断してよい、という価値判断を示したもの

と考えられます。このような判断は、本件固

有の事情に即した事例判断ではありますが、

使用者として採るべき手続の内容や、それを

尽くせば裁判所においてどのように評価され

得るかという点で、実務上の示唆に富むもの

であると考え、ご紹介する次第です。 

以上 
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【Point】・委託者の代表者によるフリーランスに対するハラスメントについて、委託者の安全

配慮義務違反が認められた事例 

    ・委託者の役員や従業員による取引先に対するハラスメントについて、委託者自身も

損害賠償責任を負う可能性があるため、より一層の注意が必要 

【事案の概要】 

エステティックサロンを経営する株式会社

であるY1（被告）の代表者Y2（被告・令和 2

年当時40歳前後の男性）が、平成31年3月、

美容ライターである X（原告・平成 7 年生ま

れの女性）に対し、X が開設するホームペー

ジの問合せフォームを通じて、Y1 の店舗の体

験記事の執筆等を依頼しました。 

Y2は、上記体験記事の執筆のために Xとの

打合せや同人への施術を行いましたが、その

際に、①これまでの性体験等に関する質問を

する、②無理やりにでも裸になった方が施術

のときにくすぐったく感じなくなるなどと述

べて、バストを見せるように求める、③施術

用の紙パンツを脱ぐよう指示し、X の陰部を

触った上、自分で陰部を触ることを要求して

従わせ、さらにY2の性器を触ることを要求す

る、④Xの臀部にY2の股間を押し付ける等の

行為をしました。 

令和元年 6 月頃、Y2 は X に対し、Y1 専属

のウェブ運用責任者として、1日1回上質な記

事を Y1 ホームページに掲載し、SEO 対策を

行って集客につながる Y1 ホームページを制

作・運用することを依頼しました。これに対

して、X は、同年 7 月 1 日、Y2 に対し、契約

書の案文を交付しました。当該契約書には押

印がなされていなかったものの、当該契約書

案の内容について修正を求められることはあ

りませんでした。 

その後、X は、令和元年 8 月 1 日から同年

10 月 17 日までの間、Y2 の指示を仰ぎながら

コラム記事をY1ホームページに掲載するなど

して業務を履行する等しました。しかし、Y2

は、同年 8 月以降、⑤X が執筆した記事の質

が低いことなどを理由として契約を打ち切る

旨を告げる等する、⑥今の X はプロフェッシ

ョナルではない、書く記事全てが上位に表示

されないのであれば意味がないなどとメッセ

ージを送信する、⑦仕事の質が低いことや兼

業をしていることなどについて不満を述べ

る、⑧X を抱擁してキスを迫り、X の臀部に

Y2 の股間を押し付ける、⑨Y1 店舗において

打合せを行った際、X を抱擁し、キスをしよ

うとした上、上半身の着衣を脱ぐように等指

示する、⑩X から、X が行った作業を検証な

いし評価する方法について話合いを求められ

たのに対し、そういうことも教えないとわか

らないのであれば報酬を要求しないでほしい

等というメッセージを送信する等の行為をし

ました。 

そこで、X は、Y1 に対し、業務委託契約に

基づく報酬請求を行うとともに、Y2 に対する

不法行為に基づく損害賠償請求及びY1に対す

る安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請

求を行いました。 

 

【判断の概要】 

裁判所は、Xの Y1に対する業務委託契約に

基づく報酬請求について、令和元年 7 月 1 日

頃には、XとY1との間において、業務委託契

約が成立していたものと認めるのが相当であ

るとしました。 

また、Y2 の一連の言動（【事案の概要】①

～⑩の各言動）は、X の性的自由を侵害する

セクハラ行為に当たるとともに、業務委託契

約に基づいて自らの指示の下に種々の業務を

履行させながら、X に対する報酬の支払を正

当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済

的な不利益を課すパワハラ行為に当たるもの

と認めるのが相当である（Xが Y2に従属し、

Y2がXに優越する関係にあったものというべ

きであるから、上記の言動は X に対するセク

ハラ行為ないしパワハラ行為に当たるものと

認められる）としました。 

その上で、Y1 の安全配慮義務違反を理由と

する債務不履行責任の有無について、X は、

【裁判例紹介】 

フリーランスに対するハラスメントに係る委託者の安

全配慮義務違反を認めた事例 

‐アムールほか事件 

（東京地判令和 4 年 5 月 25 日、労働判例 1269 号 15 頁） 

 

福田 竜也 
Tatsuya Fukuda 

山本 龍太朗 
Ryotaro Yamamoto 

Profile 

Profile 
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Y1 専属のウェブ運用責任者として Y1 ホーム

ページを制作・運用する業務等を委託され、

Y2 の指示を仰ぎながらこれらの業務を遂行し

ていたというのであり、実質的には、Y1 の指

揮監督の下でY1に労務を提供する立場にあっ

たものと認められるから、Y1 は、X に対し、

X がその生命、身体等の安全を確保しつつ労

務を提供することができるよう必要な配慮を

すべき信義則上の義務を負っていたとして、

Y1 の安全配慮義務を認め、Y1 の当該義務違

反による債務不履行責任を認めました。 

 

【検討・コメント】 

本事例では、フリーランスとの間の業務委

託契約の成否並びに当該フリーランスへのハ

ラスメントについて不法行為及び安全配慮義

務違反の成否が争われました。 

本事例の特徴の一つは、業務委託契約にお

いても当事者間に優越的関係が存在し、正当

な報酬の支払という経済的利益がパワハラ行

為の被侵害法益となり得ることが示された点

にあります。本判決は、Y2 の一連の言動をハ

ラスメントとして認定していることから、あ

くまでも、Y2のXに対する優越的関係やセク

ハラ行為との一連性を踏まえて、正当な報酬

の支払を拒むといった行為がパワハラ行為

（不法行為）となり得るとの判断がなされた

とも考えられます。しかし、一定の場合に、

正当な報酬の支払という経済的利益を被侵害

法益としてパワハラ行為となり得る（報酬支

払請求のみならず、慰謝料請求まで認められ

る）と判断されたことは注目に値します。 

また、本事例は、フリーランス（取引先）

に対する代表者のハラスメント行為につい

て、法人である委託者の安全配慮義務違反を

認めたところに先例的な意義があります。 

判例上、安全配慮義務は「ある法律関係に

基づいて特別な社会的接触の関係に入った当

事者間において、当該法律関係の付随義務と

して当事者の一方又は双方が相手方に対して

 
1 陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最判昭和 50 年 2 月 25 日民集 29 巻 2 号 143 頁。 
2 和歌山の海運送事件・和歌山地判平成 16 年 2 月 9 日労判 874 号 64 頁。 
3 なお、本判決につき「職場環境配慮義務ないし人格尊重義務といった存在の定立があってしかるべきであっ

た」と指摘するものとして、滝原啓允「フリーランスへのセクシュアル・ハラスメント等にかかる委任者におけ

る安全配慮義務違反の成否」労判 1272号 81頁があります。また、本事例は、Y1の代表者である Y2が職務に関

連してハラスメント行為を行っているとも考えられるため、代表者の行為についての損害賠償責任について規定

した会社法 350 条に基づく損害賠償請求の余地もあるように思われるところ、その理論構成については検討の余

地があるものとも考えられます。 

信義則上負う義務として一般的に認められる

べきもの」とされ1、必ずしも労働契約関係に

ない当事者間でも成立し得るものとされてき

ました。これを前提として、裁判例において

は、雇用契約ではない請負・業務委託契約等

に基づき個人に業務委託を行っている事案に

ついて、「雇用契約に準じるような使用従属

関係」から安全配慮義務の存否を判断したも

のも存在します2。 

本判決について検討すると、裁判所は、委

託者のフリーランスに対する実質的な指揮監

督に言及した上で安全配慮義務を認めてお

り、本判決も従来の判例・裁判例の流れを汲

むものと評価できます。もっとも、安全配慮

義務は「特別な社会的接触」により発生する

ところ、本判決からは、委託者によるフリー

ランスへの「指揮監督」の存在が同義務を肯

定するための必須の要件となるのかは明らか

ではありません。したがって、本事案に比し

て指揮監督の程度が弱い又は指揮監督が存し

ないといえるような事案において委託者の安

全配慮義務が認められるのかは、今後の検討

課題になると思われます3。 

以上のとおり、本判決によると、企業の役

員や従業員による取引先に対するハラスメン

トが発生した場合、当該役員又は従業員が不

法行為責任を負うだけでなく、企業が自身の

責任として損害賠償責任を負う可能性があり

ます。本判決は、近年増加傾向のフリーラン

スの保護に資するものであり、結論自体は支

持されるものと考えられます。2023年 4月 28

日に成立した「特定受託事業者に係る取引の

適正化等に関する法律」（公布の日から1年6

月を超えない時期に施行）においてハラスメ

ントの防止等が規定されていること等を踏ま

えても、今後は、社内に限らず、取引先に対

する言動についてのより一層の注意が必要に

なるものと考えられます。 

以上 
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【Point】・退職後の競業避止特約について、一般的な判断基準を踏襲し無効と判断した事例 

・競業避止特約の作成に当たっては、裁判例が挙げる要素を総合的に検討することが

重要である 

 

【事案の概要】 

本件は、システムエンジニア（SE）を企業

に派遣・紹介する X 社の元従業員である Y

が、X社退職後 1年以内に他企業に SEとして

就業したところ、X 社が、当該就業は Y との

間で締結した競業避止特約に違反するなどと

して、Y に対して損害賠償請求を行った事案

です。当該競業避止特約は、Y の退職後に締

結されたもので、Y が X 社に対し、退職後 1

年間にわたり、「⑴貴社との取引に関係ある

事業者に就職すること」、「⑵貴社のお客先

に関係ある事業者に就職すること」、「⑶貴

社と取引及び競合関係にある事業者に就職す

ること」及び「⑷貴社と取引及び競合関係に

ある事業を自ら開業または設立すること」を

行わない旨を誓約していました。 

 

【判断の概要】 

裁判所は、まず、競業避止特約の有効性の

判断基準について「従業員の退職後の競業避

止義務を定める特約…によって守られるべき

使用者の利益、これによって生じる従業員の

不利益の内容及び程度並びに代償措置の有無

及びその内容等を総合考慮し、その制限が必

要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序

良俗に反して無効であると解するのが相当で

ある。」と判示しました。 

その上で、裁判所は、X 社の業務では、具

体的な作業について派遣先等の指示に従うた

め、X 社がシステム開発等に関する独自のノ

ウハウを有するものとは言えず、Y がそのよ

うなノウハウの提供を受けた証拠もないた

め、本件の競業避止特約は、競業行為を禁止

する目的・利益が明らかでないことを指摘し

ました。また、それに比して、競業が禁止さ

れる範囲が広範であり、その代償措置も認め

られないことからすれば、競業禁止義務の期

間が 1 年間に留まることを考慮しても、その

制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合に

当たるとして、本件の競業避止特約が公序良

俗に反し無効であると判示しました。 

 

【検討・コメント】 

一般に、競業避止特約は、①競業行為を禁

止する目的・必要性、②退職前の労働者の地

位・業務、③競業が禁止される業務の範囲・

期間・地域、④代償措置の有無等を総合考慮

し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超え

る場合に、公序良俗に反して無効になると解

されており（フォセコ・ジャパン事件（奈良

地判昭和 45 年 10 月 23 日））、本裁判例で

も、この判断基準が踏襲されています。 

本裁判例は、1 年という競業避止義務の期

間については比較的短いとして評価している

ようではあるものの、X 社が Y の競業行為を

禁止する目的・必要性が明らかでないにもか

かわらず、競業が禁止される業務の範囲が広

範であり、代償措置も認められないというこ

とを総合考慮し、結論として競業避止特約を

無効と判断しています。 

競業避止特約の作成に当たっては、その期

間等の設定に頭を悩ませることが多いと思い

ますが、上記判断基準からも明らかなとお

り、その有効性は、各要素を総合考慮して判

断されますので、競業避止義務の期間が短い

からといって必ず有効になるというわけでは

ありません。裁判例上、競業避止特約の目

的・必要性が人材流出の阻止・教育や研修に

費やした費用の回収に留まる場合には、競業

避止特約が無効とされる傾向にある点にも留

意が必要です。 

競業避止特約の作成に当たっては、上記①

ないし④の要素を意識し、先例を参考にしな

がら総合的に検討することが重要になりま

す。疑問がある方は、弊所までお気軽にご相

談ください。 

以上 

【裁判例紹介】 

退職した従業員に対する競業避止義務違反に基づく 

会社からの損害賠償請求が否定された事例 

事例 ‐REI元従業員事件 

（東京地判令和 4年 5月 13日、労働判例 1278号 20頁） 

 

岸本 卓也 
Takuya Kishimoto 

細川 慈子 
Aiko Hosokawa 

Profile Profile 
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近時行われたセミナー 

 

テ ー マ：【録画配信】労働法の裁判例にみる社内調査時に知っておくべき従業員等に対する義

務と責任 

日  時：2023年 6月 27日～ 

講 演 者：菰口 高志 

主  催：株式会社 FRONTEO 

Part1 https://legal.fronteo.com/fllp/ohebashi/movie008 

Part2 https://legal.fronteo.com/fllp/ohebashi/movie009 

Part3 https://legal.fronteo.com/fllp/ohebashi/movie010 

 

近時行われるセミナー 

 

テ ー マ：日本産業保健法学会・第 3回学術大会 

シンポジウム 4「職場における健康情報の取扱い ～法学と産業保健実務の橋渡し～」 

日  時：2023年 9月 17日（日） 16：10～18：10 

講 演 者：菰口 高志（共同座長・シンポジストとしての登壇） 

主  催：一般社団法人日本産業保健法学会 

  

 

テ ー マ：最新判例解説セミナーシリーズ第 23回 

非正規雇用に関する最新裁判例解説～有期雇用・派遣の受入れ・更新時の留意点～ 

日  時：2023年 9月 25日（月） 15：00～16：00 

講 演 者：大和 奈月 

主  催：弁護士法人大江橋法律事務所 

 

執筆情報 

 

タイトル：企業実務・判例 Review「学校法人羽衣学園（羽衣国際大学）事件」 

著  者：牟礼 大介 

掲 載 誌：「労働判例」第 1285号 99頁 

掲 載 日：2023年 6月 15日 

出版社等：株式会社産労総合研究所 

  

 

タイトル：職場における遺伝情報の取扱いと対応の実際～遺伝性腫瘍の仮想事例からの接近～ 

法律家の立場から 

（日本産業保健法学会・第 2回学術大会シンポジウム 3での発表を基礎とする論稿） 

著  者：菰口 高志 

掲 載 誌：「産業保健法学会誌」2巻（2023）1号 112頁 

掲 載 日：2023年 7月 6日 

出版社等：一般社団法人日本産業保健法学会 

 

【ご紹介】 

セミナー及び執筆情報 
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https://legal.fronteo.com/fllp/ohebashi/movie008
https://legal.fronteo.com/fllp/ohebashi/movie009
https://legal.fronteo.com/fllp/ohebashi/movie010
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